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お知らせ

農
地
パ
ト
ロ
ー
ル（
農
地
利
用

状
況
調
査
）を
実
施
し
ま
す

問
農
業
委
員
会
事
務
局
撒（
57
）４
１
０
９

　
農
業
委
員
会
で
は
、
毎
年
８
月
か

ら
10
月
に
か
け
て
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
農

地
法
の
規
定
に
基
づ
く
も
の
で
、
毎

年
１
回
、
そ
の
区
域
に
あ
る
農
地
の

利
用
状
況
に
つ
い
て
、
地
区
の
農
業

委
員
や
農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

が
農
地
を
見
回
り
、
調
査
を
行
う
も

の
で
す
。

　
調
査
の
結
果
、
農
業
委
員
会
が
遊

休
農
地
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
11

月
に
実
施
す
る
農
地
利
用
意
向
調
査

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
遊
休
農
地
に
な
る
と
、
雑
草
の
繁

茂
に
よ
り
病
害
虫
や
火
災
等
の
発
生

原
因
と
な
り
、
隣
接
住
民
や
農
地
に

悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
る
の

で
、
農
地
の
適
正
管
理
に
努
め
る
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

　
今
年
度
の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
実
施

日
程
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
天
候
等
に
よ
り
日
程
が
変

更
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

日
曜
交
付
の
お
知
ら
せ

問
住
民
課
　
　
　
撒（
57
）４
１
２
６

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
（
個
人
番

号
カ
ー
ド
）の
お
渡
し
は
、役
場
開
庁

時
間
内
で
す
が
、
平
日
来
庁
が
困
難

な
方
の
た
め
に
、
次
の
日
時
に
交
付

業
務
を
行
い
ま
す
。

日
７
月
29
日（
日
）９
時
〜
12
時

所
住
民
課

持
参
す
る
物

　
カ
ー
ド
交
付
の
案
内
ハ
ガ
キ
・
通

　
知
カ
ー
ド
・
本
人
確
認
書
類
（
運

　
転
免
許
証
等
）・
印
鑑
登
録
証
（
赤

　
い
手
帳
も
し
く
は
磁
気
カ
ー
ド
）

　
・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
）

公
平
な
納
税
を
実
現
す
る
た
め
に

問
税
務
課
撒（
57
）４
１
２
４

　
納
税
の
公
平
と
税
収
の
確
保
を
図
る
た
め
、
７
月
〜
８
月
を
「
市

町
村
税
徴
収
強
化
月
間
」
と
し
て
、
徴
収
強
化
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

皆
様
一
人
ひ
と
り
が
納
め
た
税
金
が
、
町
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
支
え

て
い
ま
す
。
納
税
し
な
い
方
が
増
え
る
と
生
活
に
必
要
な
様
々
な
事

業
が
行
え
な
く
な
り
ま
す
。

　
町
で
は
皆
様
の
自
主
的
な
納
税
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
町
税
等

を
納
期
限
内
に
納
め
て
い
な
い
方
に
は
、
督
促
状
や
催
告
書
な
ど
で

納
付
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
納
め
て
い
た
だ
け
な

い
場
合
に
は
、
や
む
を
得
ず
財
産
調
査
や
預
貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
、

不
動
産
な
ど
の
差
し
押
さ
え
の
滞
納
処
分
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

滞
納
処
分
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
皆
様
の
自
主
的
な
納
税
を
お
願
い

し
ま
す
。

◎
町
で
は
、
税
収
確
保
に
向
け
、
次
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

納
税
相
談

　
町
税
な
ど
を
納
期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
方

の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

納
税
催
告

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な
い
方
に
対
し
、
督
促

状
・
催
告
書
な
ど
の
送
付
、
電
話
催
告
、
自
宅
訪
問
、
勤
務
先
訪
問

を
行
い
ま
す
。

財
産
調
査

　
滞
納
者
の
財
産
に
つ
い
て
、
官
公
署
、
金
融
機
関
、
保
険
会
社
な

ど
に
対
し
調
査
を
行
い
ま
す
。

勤
務
先
調
査

　
滞
納
者
の
勤
務
先
に
対
し
給
与
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

差
押
処
分

　
不
動
産
・
預
貯
金
や
生
命
保
険
、
給
与
の
ほ
か
、
自
動
車
な
ど
の

差
押
を
行
い
ま
す
。
差
押
後
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、
差
押
財
産
の

公
売
・
取
り
立
て
を
行
い
ま
す
。

7月～8月は市町村税徴収強化月間です

実施日 実施区域

8 月 20日（月） 大字野木地区

9月 4日（火） 大字野渡地区

9月 20日（木） 大字友沼・潤島地区

10月 4日（木） 大字南赤塚・中谷・丸林地区

10月 22日（月） 大字若林・佐川野・川田地区


